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市からの連絡帳

 　　時 日時　　場 場所　　￥ 料金　　内 内容　　定 定員　申申し込み　　問 お問い合わせ先　　締 締切　　対 対象　胃ファックス　　HP ホームページ　糸メール　　保 保谷庁舎　　田 田無庁舎凡例

利用料金（１人・１泊２食付）
冬期（１１月～４月）

区　分
その他市　民

（幼児食）
１,３００円

（幼児食）
１,１５０円

未就学児
（４歳～６歳）

（一般食）
２,１５０円

（一般食）
１,９００円小・中学生

３,８００円２,８５０円少年団体の
引　率　者

３,８００円２,８５０円高校生

４,６００円３,３００円青　年
（１６歳～２２歳）

５,３００円３,８００円一　般

～改定後の使用料～
　改定直後の請求は従前の料率と新
料率が混在するため、使用料の算出
方法等不明な点については問い合わ
せしてください。
　新料率のみでの算定については、
左記の下水道使用料早見表を参考に
確認してください。
◆下水道課 　保 （札４３８－４０５８）

■油・断・快適！下水道 
～下水道に油を流さないで～
下水道に油を流すと…
①下水管の中で固まってつまった
り、悪臭の原因になります。
②固まった油がオイルボールになっ
て、東京湾や河川に流れ出てしまい
ます。
　環境を守るには、下水道を利用す
る皆さんの協力が不可欠です。一人
ひとりが排水のマナーを守ることで
大きな改善効果が得られます。
油の処理は…
①使いきる　②ふき取る　③吸い取
る　④リサイクルする
◆下水道課 　保 （札４３８－４０６０）

 スポーツ 

■東町テニスコート改修工事
　人工芝の老朽化に伴い、全面張替
工事を行ないます。そのため１２月１
日松～２８日晶まで、施設の使用を中
止します。ご不便をおかけします
が、ご理解、ご協力をよろしくお願
いします。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

■スポーツ施設使用料金改定
　１２月使用分からスポーツ施設の使
用料金の改定を行いますのでご注意
ください。　なお、南町スポーツ・文
化交流センター「きらっと」は使用
料金の改定は行いません。
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

では下水道事業の健全化を図るとと
もに、下水道使用料を１０％引き上げ
ることとなりました。
　市民の皆さんには新しい料率での
使用料を負担いただくことになりま
したが、厳しい財政状況をご理解い
ただき、ご協力をお願いします。

～使用料の請求について～
　下水道使用料については、２か月
ごとの検針に基づき水道料金と同時
に請求されます。
　検針日はお住まいの地域によって
異なりますので、１０月に検針があっ
た場合は９・１０月分から、１１月に検
針があった場合は１０・１１月分から新
料金での請求となります。
　なお、新料金での計算は１０月１日
使用分からとなるため、その前に使用し
た分は従前の料率で計算されます。

行っています。
　ファミリー会員の登録希望の方は
出席してください（子ども同伴可）。
※電話申し込み必要
　時 ・　場 　①１０月１７日昌午前１０時～正
午・保谷東分庁舎会議室　②１０月２７
日松午前１０時～正午・イングビル３
階会議室
□入会登録に必要なもの　①保護者
の顔写真（縦３㎝×横２．５㎝）１枚、
②印鑑、③８０円切手１枚（会員証郵
送用）
　申 ①②いずれも前日の午後５時まで
に、ファミリー・サポート・センタ
ーへ
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

　　　　水道・下水 

■漏水調査
　水道管の水漏れを発見するため、
市が委託した専門会社が、道路から
家庭のメータまでの漏水調査を実施
します。調査区域にあたる方は、調
査へのご協力をお願いします。
　調査員は、市発行の「身分証明書」
と「腕章」を携帯していますので確
認してください。
□調査区域　泉町３～５丁目、住吉
町１～６丁目、中町１～６丁目、東
伏見１・３・６丁目、柳沢１・６丁
目、北原町１～３丁目、田無町１～
３丁目の各一部
□調査期間　１０月上旬～１１月上旬
◆水道課 　保 （札４３８－４０４７）

■下水道使用料が改定
　１０月１日から下水道使用料が改定
されました。
　今回の改定にあたっては、平成１８
年度に設置した下水道審議会で、市
民・学識経験者・大口使用者の方々
に様々な視点から審議をしていただ
きました。その結果を踏まえて、市

■義務教育就学児医療費助成
　１０月１日から小学生・中学生対象
の義務教育就学児医療費助成が始ま
ります。
　先に申請された方で平成１９年度の
対象者に１０月１日から使用いただく
碓子 医療証を送りました。受診等の際
には健康保険証と一緒に碓子 医療証を
提示することで医療費の助成を受け
ることができます。
□助成範囲　保険診療の医療費（自
己負担額）の３分の１
□助成期間　資格開始日～平成２０年
９月３０日または義務教育修了の３月
３１日まで（西東京市を転出した場合
等、受給資格を失った場合は、その
前日まで）
※健康保険・住所・氏名等が変更に
なった場合は届けが必要です。
※１０月１日以降の申請は申請日から
医療助成の対象となります。申請が
ないと助成が受けられませんので注
意してください。
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■集団回収奨励金
　市では、資源化の意識を高め、地域
のコミュニケーションを深めていた
だくため、団体による古紙・古布の集
団回収奨励金を交付しています。
　平成１９年度上半期の申請受付を下
記のとおり行います。
　奨励金は、申請がなければ交付さ
れませんので、注意してください。
　役員を交代される団体は、新しい
役員の方に申し送りをしてください。
□申請受付
　時 ・　場 ①１０月４日昭～１５日捷午前８
時３０分～午後５時・保谷庁舎
②１０月１０日昌～１２日晶午前９時30
分～午後４時３０分・田無庁舎
※土･日曜日・祝日は除く。
◆ごみ減量推進課 　保 （札４３８－４０４３）

 子育て 

■ピッコロハウスとビデオル
ームの利用時間
～冬時間になりました～
　乳幼児交流施設ピッコロハウスと
ビデオルーム（コール田無３階）は、
１０月～３月の期間、利用時間が午前
１０時～午後４時までになります。
　ビデオルームについては（仮）子
ども総合支援センターへの移転準備
のため、１台の利用となります。ご
協力をお願いします。
◆子ども家庭支援センターのどか
（札４５１－０６００）

■ファミリー・サポート・セン
ターファミリー会員登録説明会
　当センターでは、地域の中で子ど
もを預けたい方（ファミリー会員）、
子どもを預かる方（サポート会員）
からなる会員同士の相互援助活動を

新下水道使用料早見表（一般汚水２か月分）

早見表の使用料には、５％の消費税相当額が
含まれています。

使用料
（円）

排出量
（弱）

使用料
（円）

排出量
（弱）

使用料
（円）

排出量
（弱）

９,９８５９５２,５２４３８

８６１０～２０
１０,６４７１００２,６１６３９
１１,４７１１０５２,７０９４０
１２,２９５１１０２,８４１４１
１３,１１９１１５２,９７３４２９５３２１
１３,９４４１２０３,１０５４３１,０４５２２
１４,７６８１２５３,２３８４４１,１３８２３
１５,５９２１３０３,３７０４５１,２３０２４
１６,４１６１３５３,５０２４６１,３２３２５
１７,２４１１４０３,６３５４７１,４１５２６
１８,０６５１４５３,７６７４８１,５０７２７
１８,８８９１５０３,８９９４９１,６００２８
１９,７１３１５５４,０３２５０１,６９２２９
２０,５３８１６０４,６９３５５１,７８５３０
２１,３６２１６５５,３５５６０１,８７７３１
２２,１８６１７０６,０１６６５１,９６９３２
２３,０１０１７５６,６７８７０２,０６２３３
２３,８３５１８０７,３３９７５２,１５４３４
２４,６５９１８５８,００１８０２,２４７３５
２５,４８３１９０８,６６２８５２,３３９３６
２７,１３２２００９,３２４９０２,４３１３７

※５０弱以降は５弱ごとに掲載しています。

～往復はがきで申込・抽選～
□期間　１２月２９日松～１月３日昭
宿泊分（６日間）
　対 市内在住の方（６０％以上が市内
在住の方のグループ等を含む）
　申 往復はがきに①申込代表者の住
所・氏名・連絡先電話番号、②申
込人数（市内・市外の人数別）、③
利用希望日および宿泊日数（３泊
４日以内、第３希望まで可）を明
記し、１０月１５日捷（消印有効）ま
でに、〒３８６－２２０４長野県上田市
菅平高原１２２３－４５１６西東京市菅
平少年自然の家へ
（重複の申込みは不可）
□抽選　申込はがきを抽選し、受
け付け。希望日が満室のときは、
キャンセル待ち。結果は返信はが
きで通知。仮予約できた方は、指
定期日までに電話での使用申請手
続きが必要になります。

□使用客室数　利用人数１～７人
は１室（７～１５畳）、８～１４人は２
室使用になります。
□交通　①長野新幹線利用：上野
駅（大宮駅）～上田駅（バスで約
１時間）～菅平農協前下車（徒歩
３０分）～菅平少年自然の家、
②自動車利用：関越自動車道・所
沢ＩＣ～上信越自動車道・上田菅
平ＩＣ～（Ｒ１４４～Ｒ４０６）～菅平
少年自然の家
※自動車利用の方は雪道用タイヤ
チェーンが必要。
※所要時間はいずれも約３時間。
□周辺ガイド　車で約３０分のとこ
ろに温泉プール付きのさなだ温泉
等、気軽に入れる温泉が数多くあ
ります。
※利用料金は別表をご覧ください。
◆菅平少年自然の家
（札０２６８－７４－２２７７）

菅平少年自然の家菅平少年自然の家　
年末年始期間の宿泊予約受年末年始期間の宿泊予約受付付
菅平少年自然の菅平少年自然の家家　
年末年始期間の宿泊予約受年末年始期間の宿泊予約受付付


